
社会福祉法人 札幌シニア福祉機構 

 

令和 7 年度 介護職員初任者研修 

～募集要綱・藤女子大学花川キャンパス～ 

 

１．時期と時間帯 

 令和 8 年 2 月 4 日（水）～3 月 12 日（木） 

 原則、9 時３０分～17 時 4０分頃まで（科目の履修時間により多少前後します。） 

※ 別紙、日程表をご覧下さい。（日程は急遽変更が生じる場合がございます。） 

 

２．会 場 

 藤女子大学 花川キャンパス 442 教室・453 教室 

(石狩市花川南 4 条 5 丁目) 

 

3．カリキュラムと講師 

 別紙のとおり（科目と履修時間数は、北海道の指定基準に遵守しています） 

 

4．受講対象者 

 高校卒業以上 ～ おおむね 65 歳未満 （詳細はご相談ください。） 

 

5．受講料 

 学生 \ 40,000 円  

 一般 \ 45,000 円 （補講料は 1 科目につき ￥ 3,000 かかります。）  

※ 北海道の介護技能習得支援事業の支給対象となる北海道知事指定講座です。北海道人材

センターに求職者登録し、求職活動をする方に支給されます。詳細はお問い合わせ下さ

い。 

   定員 30 名  （最低催行人数 10 名） 

 

6．申込み・受講料支払い 

別紙の『申込み書』に必要事項を記載しご返送をして下さい。 

  ●申込〆切 令和 8 年１月 20 日（火） 

●お申込み後、開催が決定次第、受講決定通知書をメールで送信致します。 

受講料のお支払いについては受講決定通知書に記載する口座に支払い期日までお振込

み下さい。 

 

7．問合せ・連絡先 

 〒004-0014 札幌市厚別区もみじ台北 6 丁目 2-5-2 

 社会福祉法人 札幌シニア福祉機構 担当者（五十嵐） 

 電話 011-897-1100 ＦＡＸ 011-897-1105 

 （平日 9：00～17：30 にお願いいたします。） 

Mail senior@s-senior.or.jp 

 ＵＲＬ：https://s-senior.or.jp/ 

 

https://s-senior.or.jp/


8．申込みにあたっての留意事項 

① キャンセルの取扱い 

・受講料納入後にキャンセルされた場合は学則のとおりに精算します。 

 

② インフルエンザ感染症等について 

・受講者、もしくは家族がインフルエンザ感染症等の感染症にかかった場合はお休みし

ていただきます。休んだ講義の補講については感染症の状況を見て検討いたします。 

 

9．受講にあたって 

①  受講の際の持参品 

・テキスト（介護職員初任者研修・中央法規出版）※研修初日にお渡しします。 

・ 筆記用具（ノート・ペン） 

・ 昼食（各自でご用意ください。） 

・ 上靴（介護技術で使用するときにご持参いただきます。） 

・ 介護技術の授業時、バスタオル・フェイスタオル等（都度、ご案内いたします。） 

②  通信課題について 

・ 添削指導が 3 回あります。 

・ 指定された期日までの提出と 7 割以上の正答率をもって合格となります。合格に満

たない場合は、再度提出となります。 

・ 質問については、メールまたは直接受け付けます。質問の回答はその都度、担当講師

等により行います。 

③  その他 

・ 講義中のルールは、事務局から指示があります。 

・ 科目により自己課題があります。期日までに提出し、7 割以上の正答率をもって合格

となります。合格に満たない場合は、再度提出が必要となります。十分にご注意下さ

い。 

・日程の関係上、休んだ講義によっては、補講が行えない場合もあり、次の段階へ進め

なくなることもあります。休むことが無いように、十分にご注意ください。 

・ 服装は、自由ですが華美なものはお控え下さい。（実技の際には、事務局から指示が

あります。） 

・ 資格取得の講座ですので、受講態度は真摯に願います。 

・ 受講中の姿勢・態度は事務局から随時注意をする場合があります。改善が見られな

い時は、再受講、もしくは退学していただくことがあります。 

   ・ 受講期間中は禁煙となります。 

・ インフルエンザ感染症等の状況により、研修を中止することがあります。 

 

10．実習にあたって 

   ・藤女子大学で開催される、介護職員初任者研修は、施設実習・ホームヘルプサービス

同行訪問実習は行いません。 

   ・藤女子大学学内での講義・演習のみとなります。 

 



11．通学にあたって 

① 交通機関 

・ 地下鉄南北線『麻生駅』下車⇒（中央バス）麻 41⇒『藤学園前』停留所下車⇒徒歩

約 1 分 

・ 地下鉄南北線『麻生駅』下車⇒（中央バス）麻 15・麻 16⇒『花川南 5 条 5 丁目』

停留所下車⇒徒歩約 4 分 

・ 地下鉄東豊線『栄町駅』下車⇒（中央バス）栄 19⇒『藤学園前』停留所下車⇒徒歩

約 1 分 

・ ＪＲ函館線『手稲駅』下車⇒（中央バス）麻 41⇒『藤学園前』停留所下車⇒徒歩   

約 1 分 

② マイカー通学 

・ 学生の皆様は、マイカー利用はできません。公共交通機関でお越しください。 

・ 一般の皆様は、駐車場の準備が可能です。申込み用紙に希望の有無をご記入くださ

い。 

 

12．その他の注意事項 

・ 学則に詳細のルールが記されておりますので、そちらもお読みください。 

 

・ 介護職員初任者研修 フローチャートの通りに、出席と理解度を確認した上で次の

段階へ進みますので、ご留意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



当法人のご案内 

 

 当法人（社会福祉法人札幌シニア福祉機構）は、平成元年 10 月に法人格を取得し、平成 2

年 4 月から施設運営を開始しました。当時の措置制度のもと、特別養護老人ホームを母体に在

宅福祉サービスを含め清田区北野を拠点としてきましたが、平成 17 年から、厚別区青葉町に  

2 つ目の施設を開設し法人本部を移転しました。その後、29 年 4 月には厚別区もみじ台に３

つ目の施設を開設し、法人本部を移転しております。令和７年７月には平成２年に開設した特

別養護老人ホーム緑愛園の老朽化に伴い、特別養護老人ホーム桜テラス平岡に新築移転してお

ります。 

この間、平成 12 年から介護保険制度がスタートし、現在は下記の事業を展開しております。

高齢者福祉実践の経験から、このたびの後継者養成機関を設立した次第です。 

 

 

★（当法人が運営する施設・事業所のご紹介）★ 

 種  別 ・ 定 員 名  称 所在地 

1 特別養護老人ホーム【82 名】 桜テラス平岡 清田区平岡 

2 短期入所生活介護事業所【12 名】 桜テラス平岡 〃 

3 通所介護事業所【４0 名】 桜テラス平岡 〃 

4 居宅介護支援事業所 桜テラス平岡 〃 

5 特別養護老人ホーム【70 名】 青葉のまち 厚別区青葉町 

6 短期入所生活介護事業所【10 名】 ショートケア青葉のまち 〃 

7 通所介護事業所【43 名】 デイサービスＣ青葉のまち 〃 

8 居宅介護支援事業所 ケアサポート青葉のまち 〃 

9 札幌市清田区第 1 地域包括支援センター ※札幌市受託 清田区平岡 

10 札幌市清田区第 2 地域包括支援センター ※札幌市受託 清田区清田 

11 特別養護老人ホーム【80 名】 サポーティ・もみじ台 厚別区もみじ台 

12 訪問介護事業所 サポーティ・もみじ台 〃 

13 居宅介護支援事業所 サポーティ・もみじ台 〃 

14 研修事業部 ※法人独自の公益事業 〃 

 

 

【本機構のご紹介】 

 

 『研修事業部』は、当法人が行う公益事業を取り扱うセンターです。介護職員初任者研修や

現任専門職研修事業のほか、地域支援事業など今後も地域や関係機関にお役に立てる事業を展

開していきます。 

介護職員初任者研修は令和 6 年度、年１回開催し 12 名が修了しました。 


